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筑前町立図書館電子図書館導入業務 公募型プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

 筑前町立図書館電子図書館導入業務の受託候補者を選定するための公募型プロポーザルに関し

て必要な事項を定める。 

 

２．業務概要 

（１）業務名 

  筑前町立図書館電子図書館導入業務 

（２）業務内容 

  筑前町立図書館電子図書館導入業務委託仕様書による 

（３）業務履行期間 

  契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

（４）提案上限額（消費税及び地方消費税を含む額） 

  ①電子図書館システム導入委託料 

    770,000円 

  ②電子図書館システムの運用管理にかかる使用料（クラウド使用料等） 

    （令和８年９月から令和９年３月まで） 

    462,000円 

   ※各々別の契約で精算することとし、①②の合計金額で競争する。 

 

３．参加資格・要件等 

本プロポーザルへの参加は、次に掲げる条件を全て満たしている者とする。 

（１）公告日現在の年度において、電子図書館導入業務に関する他の地方公共団体からの業務を履

行している者または履行した実績のある者。 

（２）令和８・９年度筑前町指名競争入札参加資格名簿に記載されていること。 

（３）福岡県または近県（佐賀県、大分県、長崎県、熊本県）に本社（本店）、支社（支店）または営業所

を有し、緊密な連絡調整が可能であること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続き開始の申立て中または

更生手続き中ではないこと。 

（６）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続き開始の申立て中または

再生手続き中ではないこと。 

（７）本町または他の地方公共団体において指名停止処分を受けている期間中でないこと。 

（８）直近２年間の法人税、消費税等租税及び地方税を完納していること。 
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（９）事業者の代表者、役員（執行役員を含む。）または支店若しくは営業所を代表する者等その他経

営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員または暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）若し

くは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 

 

４．スケジュール 

項目 日程 

公募開始（公告） 令和８年４月２８日（火） 

質問の受付締切 令和８年５月１２日（火） １７時 

質問の回答予定日 令和８年５月１４日（木） 

参加表明書受付締切 令和８年５月１８日（月） １７時  

企画提案書等提出期限 令和８年５月２５日（月） １７時  

審査（プレゼンテーション） 令和８年５月２９日（金） 

審査結果通知 令和８年６月２日（火）予定  

契約締結 令和８年６月上旬を予定 

 

５．実施要領等の配布 

  公募に関する資料、様式等は筑前町ホームページからダウンロードすること。 

  筑前町ホームページ https://www.town.chikuzen.fukuoka.jp 

 

６．質問の受付及び回答 

 実施要領等について質問がある場合は、次のとおり受け付ける。 

 （１）質問の受付 

   ①提出書類 質問書（様式１号） 

   ②受付期限 令和８年５月１２日（火）17時必着 

   ③提出方法 電子メール 

   ④送 付 先 gakusyuu@town.chikuzen.fukuoka.jp 

   ※件名を「質問書（御社名）」とすること。 

 （２）質問の回答 

   ①回答期日 令和８年５月１４日（木）予定 

   ②回答方法 質問提出者が特定されない形式で、ホームページに掲載する。 

 

７．参加表明書の提出 

 （１）提出書類 参加表明書（様式２号） 

 （２）提出期限 令和８年５月１８日（月）１７時必着 

 （３）提出方法 持参、郵送（郵送の場合は、書留郵便等、送達過程の記録があるものに限る。） 

https://www.town.chikuzen.fukuoka.jp/
mailto:gakusyuu@town.chikuzen.fukuoka.jp
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 （４）提出場所 〒838-0802 福岡県朝倉郡筑前町久光 951番地１  

           筑前町教育委員会 生涯学習課 

   

８．企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

事項 内容 様式 

企画提案書（表紙）  様式３号 

提案者概要 
名称、代表者指名、会社設立年月日、本店支店

の所在地、資本金、従業員、業務内容等 
任意 

提案書 

提案書は、次の事項に配慮し作成すること 

・受託実績について 

・サイトデザインや操作性について 

・アクセシビリティについて 

・業務遂行、実施体制について 

・導入スケジュールについて 

・運用支援について 

・セキュリティ対策について 

・電子書籍（コンテンツ）について 

任意 

見積書 
電子図書館システム導入費に要する費用の内

訳を明らかにした見積書を提出すること 
任意 

（２）作成要領 

①提出書類はＡ４サイズ（縦横問わない。Ａ３サイズは織り込み）で作成すること。 

②提案書（任意様式）は、下部にページ番号をふり、表紙に企画提案書（様式３号）をつけ、１部ごと

左綴じにて提出すること。 

（３）提出部数 ６部（正本１部、副本５部（複写可）） 

（４）提出期限 令和８年５月２５日（月）１７時必着 

（５）提出方法 持参または郵送（書留郵便等、送達過程の記録があるものに限る。） 

（６）提出場所 〒838-0802 福岡県朝倉郡筑前町久光 951番地１ 

          筑前町教育委員会 生涯学習課  

（７）提出書類の取扱い 

  ①提出期限終了後は同意なく、提出書類に記載された内容を変更することは認めない。 

  ②提出書類は返却しない。 

  ③提出書類は、優先交渉権者の選定を行う作業に必要な範囲で複製を作成することがある。 

  ④提出書類は、本プロポーザルの目的以外に使用しない。 

  ⑤提出書類の内容について、別途確認することがある。 
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９．選考方法等 

（１）選考方法 

  ①公募型プロポーザル方式を採用する。 

  ②選考委員会を設置し、企画提案内容等を審査基準に沿って評価する。 

  ③総合得点が最も高い提案者を優先交渉権者とし、契約条件及び業務内容等を協議し、同当該

内容に基づく見積書を提出した上で、予定価格の範囲内で契約を締結する。 

  ④優先交渉権者と協議が整わなかった場合は、第２順位、第３順位の提案者を順次繰り上げ、契

約締結協議を行う。 

  ⑤業務条件、仕様書等は、契約段階において、町と受託候補者双方協議の上、若干の修正を行う

ことができる。 

  ⑥選考の理由、選考結果に対する問合せ、異議には応じない。 

（２）プレゼンテーションの実施 

  ①実施日 令和８年５月２９日（金）予定 

  ②実施場所 筑前町めくばーる学習館 ２階 視聴覚室 

  ③出席者 説明者を含めて参加事業者あたり３名以内とする 

  ④実施時間 ３０分（提案２０分、質疑１０分）以内 

  ⑤実施方法  

・提案書を基にプレゼンテーションを行うこととする。時刻等は別途通知する。 

・プレゼンテーションに必要な機器のうち、スクリーンとプロジェクターについては町が用意し、パ

ソコン、電源コード等については参加事業者が用意すること。なお、スクリーンとプロジェクタ

ーを使用してプレゼンテーションを行う場合は、事前に事務局へ連絡すること。 

（３）審査基準 

審査項目 審査内容 配点 

業務実績 他の自治体において同種の業務についての実績はあるか。 10点 

システムの 

使いやすさ 

利用者が管理、登録、検索において使いやすく、サイトデザインは

見やすい提案か。 
10点 

図書館（管理者）として操作や選書がしやすい提案か。 10点 

体が不自由な方や高齢者等に配慮されたシステムか。 10点 

業務の遂行 

プロジェクト責任者、プロジェクト管理者等の役割分担、プロジェク

ト管理方法や管理項目が明確化されているか。 
10点 

導入スケジュールが明確に示されているか。 10点 

運用支援 司書等職員への操作研修や運用開始後のサポート体制は充分か。 10点 

セキュリティ対策 個人情報保護、ウイルス、不正アクセス等への対策は十分か。 10点 

コンテンツ コンテンツの充実度やバリエーションが豊富か。 15点 

見積価格の妥当性 見積額【                       】 ５点 

合計 100点 
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（４）審査結果通知 

  審査結果を提案者全員に電子メールで通知する。 

 

10．その他 

（１）当該プロポーザルに係る費用は、全て参加者の負担とする。 

（２）参加表明書及び企画提案書等に虚偽の内容が記載されている場合は失格とする。 

（３）審査の公平性を害する行為を行った者は失格とする。 

（４）提出期限以降の参加表明書及び企画提案書等の差し替え及び再提出は認めない。 

（５）参加表明書提出後に辞退する場合は、参加辞退届（様式４号）を提出すること。 

 

11．問い合わせ及び書類の提出先 

 筑前町教育委員会 生涯学習課生涯学習係 

 〒838-0802 福岡県朝倉郡筑前町久光 951番地１ 

 TEL 0946-24-8762 

 FAX 0946-23-1034 

 電子メール gakusyuu@town.chikuzen.fukuoka.jp 

 

mailto:gakusyuu@town.chikuzen.fukuoka.jp

